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下関短期大学におけるＧＰＡ制度の取り扱いに関する要綱

平成 30年 8月 10日施行

（目的）

第１条 この要綱は、下関短期大学（以下「本学」という。）における Grade Point Average（以

下「GPA」という。）を算出する制度を定めることにより、学生の学習意欲を高めるとと

もに、厳格な成績評価と学生支援に資することを目的とする。

（成績の評価とＧＰＡ）

第２条 下関短期大学学則第７条及び履修規程Ⅱ－３－（２）に定める履修科目の評価（以下「成

績評価」という）に与えられる数値 Grade Point（以下「GP」という。）は次表のとおり

とする。

【表１：平成３０年度以前の入学生】

成績評点 成績評価 ＧＰ

１００点～８０点 優 ３点

合

７９点～６０点 良 ２点

格

５９点～５０点 可 １点

不合格 ４９点以下 不可 ０点

【表２：平成３１年度以降の入学生】

成績評点 成績評価 ＧＰ

１００点～９０点 秀 ４点

合

８９点～８０点 優 ３点

格

７９点～７０点 良 ２点

６９点～６０点 可 １点

不合格 ５９点以下 不可 ０点

（GPA対象科目）

第３条 GPA 対象科目は、学則別表第１及び第２に定めるもののうち成績評価で示すことがで

きる授業科目とする。

（GPAの種類と算出方法）

第４条 GPAは当該学期における学習の状況及び成果を示す指標としての GPA（以下「学期 GPA」

という。）及び当該学年における学習の状況及び成果を示す指標としての GPA（以下「学

年 GPA」という。）及び在学中における全期間の学習の状況及び成果を示す指標として

の GPA（以下「通算 GPA」という。）並びに各科目の学習の状況及び成果を示す指標とし

ての GPA（以下「科目 GPA」という。）の４種類とする。

２ 学期 GPA 及び通算 GPA 並びに科目 GPA の計算式は、次の各号の定めるところによる
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ものとする。この場合において、算出された数値の小数点以下第３位を四捨五入し、小数

点以下第２位までの表記とするものとする。ただし、平成 30 年度以前入学生については

「秀」は除く。

（１）学期 GPA・学年 GPA・通算 GPAの計算式

当該期間の（４×「秀」の単位数＋３×「優」の単位数＋２×「良」の単位数＋１×「可」の単位数）

当該期間の総履修登録単位数

（２）科目 GPAの計算式

当該科目の（４×「秀」の人数＋３×「優」の人数＋２×「良」の人数＋１×「可」の人数）

当該科目の履修登録人数

３ 各科目の成績評価は、科目 GPA が平成 30年度以前入学生については概ね 1.5 ～ 2.5、

平成 31 年度以降入学生については概ね 1.5 ～ 3.5 であることとする。ただし、少人数の

科目及び実習科目については適用しない。

４ 学則第 6 条により認定された「本学に入学する前に短期大学・大学等において履修した

既修得単位」並びに本学再入学者が平成 30 年度以前に取得した単位については、基準

が異なるため算入しない。

第５条 GPA の計算は、学期ごとに指定された日（以下「GPA 計算日」という。）までに確定し

た成績に基づいて行う。

２ 追試験等のため、GPA 計算日までに成績が確定していない科目については、確定後に

改めて計算するものとする。

（GPAの通知及び記載）

第６条 学生及び保護者への GPA 通知は、学期 GPA 及び通算 GPA を記載した個人成績一覧に

より行う。

（履修登録の上限）

第７条 履修規程Ⅰ－１－（４）の規程にかかわらず、平成 30 年度以前入学生にあっては学期

GPA が 2.8 を超える者、平成 31 年度以降入学生にあっては GPA が 3.7 を超える者は次期

履修科目として登録できる単位数の上限は 28単位までとする。

２ 平成 30 年度以前入学生にあっては GPA が 1.2未満の者、平成 31年度以降入学生にあっ

ては学期 GPA が 2.2 を未満の者は次期履修科目として登録できる単位数の上限 22 単位まで

とする。

３ 各学科は特定の科目について、履修者に求める成績水準を本制度（ＧＰＡ）により設定す

ることができる。

（退学勧告）

第８条 第２学年終了時の通算 GPA が０．４未満の者は学則第４４条３（２）による懲戒の対

象者として「退学勧告」を行う。

附則

この要綱は、平成 30年度前期試験から実施する。

この要綱は平成 30年 12月に改正し、平成 31年度前期試験から実施する。

この要綱は令和元年 5月に改正し、令和元年度前期試験から実施する。


